時 津 町 防 犯 協 会 規 約
　（名称）

第１条　この協会は、時津町防犯協会（以下「本協会」という。）と称する。

　（拠点）

第２条　本協会の事務局は、時津町役場内に置く。

　（組織）

第３条　本協会は、時津町内の各種団体等をもって組織する。

　（目的）

第４条　本協会は、時津町内において、防犯に係る活動を受け持つ各種団体等が相互に連携し自主一体となった活動を展開することにより、安全・安心まちづくり　の推進に寄与することを目的とする。

　（事業）

第５条　本協会は、その目的達成のため、次の事業を行う。

  (1) 防犯対策のための活動計画の策定及びその推進に関すること。

  (2) 防犯思想の広報啓発活動

  (3) 防犯施設の拡充強化

  (4) 各防犯団体並びに組織機関等が行う防犯活動の相互連携

  (5) 青少年非行防止及び健全育成指導

  (6) その他、協会の目的を達成のため必要な事項

　（役員の定数等）

第６条　本協会に、次の役員を置く。

  (1) 会　長                            　  １名

  (2) 副会長                            　  ２名

  (3) 理　事                              若干名

  (4) 幹　事                              若干名

  (5) 事務局長　　　　　                 　 １名

  (6) 監　事                             　 ２名

２　役員は総会において選任する。ただし、事務局長は会長が指名し、総会において承認を得るものとする。

３  役員の任務は次のとおりとする。

  (1) 会長は、会務を総括し、本協会を代表する。

  (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名した副会長が、順次にその職務を代理する。

  (3) 理事は、本協会が実施する事業の円滑な運営並びに事業の推進にあたる。

  (4) 幹事は、事業の推進業務を担当する。

　(5) 事務局長は、本協会の会計を処理するとともに事務全般を行う。

  (6) 監事は、本協会の会計を監査し、毎年１回総会に報告するものとする。

　（役員の任期）

第７条　役員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。また、補欠のため選　任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

　（事務局長、補助職員）

第８条　事務局長は、時津町総務課長をもってあてる。なお、会計事務における通　帳及び出納印等を管理する。

２　事務局長を補佐するため、補助職員を置くことができる。この補助職員は、時　津町総務課員をもってあてる。

　（顧問）

第９条　本協会に顧問を置くことができる。

２  顧問は、時津町長並びに有識経験者及び本協会に功労のあった者を役員会が推　挙し推戴する。

３　顧問は、会長の諮問に応じ、又は会議に出席して意見を述べることができる。

  （会議）

第10条　本協会の会議は、役員会並びに総会とする。

２　会議は会長が招集する。

  （役員会）

第11条　役員会は、第６条に規定する役員で構成し、構成員の過半数以上の出席により成立する。必要に応じて会長が招集して、会務の執行にあたる。　
２　会議の議長には会長がなる。

  （総会）　　
第12条　総会は、年１回開催し、その他必要がある場合は臨時に開催することができる。

２　総会は、各種団体等の代表者（役員会で定める数）の構成員で構成し、また、過半数以上の出席（委任状を含む）をもって成立し、出席者の３分の２以上の賛成をもって決定する。

３　総会の議長は、会長が指名する。

４　総会は、次の事項を決議、承認する。

  (1) 事業計画、事業報告に関すること。

  (2) 予算並びに決算に関すること。

  (3) 役員の選出に関すること。

  (4) 協会規約の変更改廃に関すること。

  (5) その他協会運営上重要な事項

  （経費）

第13条　本協会の経費は、助成金、その他の収入をもってあてる。

  （会計年度）

第14条　本協会の会計事業年度は、毎年４月１日から翌年の３月３１日までとする。

　　　附　則

　この規約は、平成２２年５月６日から施行する。
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